
 

 

 

 

 

 

 

 

 

つくばみらい市立保育所民営化方針（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つくばみらい市保健福祉部こども福祉課 
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１ 趣旨 

多様化する保育ニーズに対応し，充実した保育サービスをいかに提供できるか，また，将

来の児童数減少にどう対応するかについて，公立保育所と私立保育所を比較することにより，

公立保育所としてどう運営すべきか，幅広い視点から検討を行うため，平成 26年 3月に学

識経験者や保育関連団体，保護者等からなる｢つくばみらい市立保育所のあり方検討委員会｣

を設置して議論が進められました。 

その結果，多様化するニーズに対応した保育サービスを充実していくために，多様で弾力

的な事業展開が可能である民間事業者の力を活用し，民間に任せられることは任せていくこ

とが必要であるというつくばみらい市立保育所のあり方検討会の報告を受け，具体的な取り

組みの方針を検討するものです。 

 

つくばみらい市立保育所のあり方検討会報告書（抜粋） 
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２．保育所の現況 

（１）設置状況 

 現在，市内には認可保育所(園)が１３ヶ所（公立６ヶ所，私立７ ヶ所），認定こども

園３園，地域型保育施設３園の合計１９園あり，定員は1,244人です。平成28年4月に，民間

の認定こども園２園の開園が予定されており，定員は1,414人になる見込みです。 
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（２）保育サービス状況 

 保育サービスの状況を表すと，次のようになります。 

 ●認可保育所保育サービス一覧                 ※H27年4月1日現在 

 

概要としては，公立保育所は，地域バランスを考慮して配置しており，基本的に，どの保

育所においても国の基準に沿った保育サービスを提供しています。それに対して，私立保育

所は，多様化する保育ニーズに柔軟に対応し，次のような独自の特色を出しています。 

① 通常の保育時間（11時間）を超えて児童を保育する延長保育は，公立に比べ，私立の

方が早い時間から，また遅い時間まで実施しています。 

② 一時保育については，公立は，谷和原第２保育所の１歳からのみですが，私立では，

２園を除いた園で実施しており，お預かりできる年齢もほとんどの園で生後６ヶ月から

となっております。  

③ 受入年齢についても，公立は谷和原第２保育所が生後６ヶ月からですが，その他の保

育所は満１歳児から実施しているのに対し，私立ではほとんどの園が生後５７日から実

施しています。対象年齢も，私立の方がより低年齢児に対応しています。 

④ 児童が病気の回復期にあって集団保育が困難な期間に，保育所に付設された専用スペ

ースで保育を行う病後児保育については，市が設備と人材が確保されている私立２園に

委託して実施しています。  
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３ 民営化にする理由 

 つくばみらい市立保育所のあり方検討会報告書の「民間に任せられることは任せていく」

との検討結果を基に，公立保育所の民営化に取り組むものです。 

 例えば，民営化することにより，地域特性による受入年齢や延長保育時間の拡充，保護者

ニーズによる保育時間の対応等，保育サービスの向上が期待できます。 

また，公立保育所は，築 30 年を経過する保育所が多く老朽化が進んでいますが，私立保

育所と異なり，運営経費や建設・改修に対する国の補助金はなく，施設の建設や改修を行う

費用は，全て市が負担しなければなりません。公立の民営化により国の補助金を有効活用し，

市の支出を大幅に削減することができます。 

● 公立保育所と民間保育所比較検討表 

 

公立保育所と民間保育所の経費の比較を行ったところ，保育所運営経費や施設改修経費の

削減が可能な民営化を推進することとしますが，保育の継続性，保育方針変更及び大幅な保

育士の入替えなどに対する保護者と児童の不安解消を第一に取り組むこととします。 

なお，民営化推進にあたっては，すべての公立保育所を民営化するのではなく，「つくば

みらい市立保育所のあり方検討会報告書」を念頭に地域バランスを考慮して，民間の参入が

難しい地域では，引き続き公立保育所として存続していきます。  
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４ 民営化の方法 

 公立保育所を民営化する手法としては，設置主体及び運営主体を共に移管先に移行する

「民設民営方式」と，運営主体のみを移行し公私連携保育所として運営する「公設民営方式」

が考えられます。 

● 運営方法の違い 

 

● 民営化方法の比較検討表 

 

事業者が，国・県の補助制度を有効活用し，安定的な保育運営や施設整備を行うことがで

き，自らの責任で，その特色を活かしながら，自主的・主体的に管理運営を行う民設民営方

式は，今後，保護者のニーズに柔軟な対応が出来ると考えます。 

しかし，保育の継続性，保育方針に対する保護者と児童の不安を軽減するため，民間保育

所でありながら，市が大きく関与することができる公設民営方式を採用し，将来的に民設民

営方式に移行することとします。  
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５ 事業者の選定 

保育所の運営主体に関しては，平成12年から国の規制が緩和され，地方公共団体又は社会

福祉法人に限定されていた認可保育所の運営主体が株式会社，学校法人，NPO等にも認めら

れるようになりました。 

しかし，市の財産を譲渡することや法人の設立目的などから判断し，市としては，社会福

祉法人又は，民法第33条第2項の公益を目的とする法人といたしますが，民営化に移行する

にあたっては次のことが重要であると考えます。 

（１） 従来の保育内容，保育体制を継続し，入所児童に不安を与えないこと。  

（２）  保育士の入替えを例年と同程度として，入所児童及び保護者に不安を与えないこと。  

（３） 運営主体の変更による保育方針，運営手法への不安を与えないこと。  

上記すべての条件を満たすことができる法人を検討したところ，社会福祉法人社会福祉協

議会に移管して運営している事例が全国60の自治体でありました。そのようなことから，当

市の事業者の選定についても，次のとおり検討を行いました。 

●社会福祉法人つくばみらい市社会福祉協議会（以下，「社会福祉協議会」）とその他の法人比較表 
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社会福祉協議会への移管を検討したところ，前記の条件について，以下のとおり対応でき

ることを確認しました。 

① 保育の継続性確保  

社会福祉協議会に，それまで勤務していた公立保育所の職員を派遣することや，臨時・

嘱託職員を正規職員として雇用することが容易であるため，保育の継続性が保障されます。  

② 市民の意見を反映  

社会福祉協議会の役員は，市内の各種団体の代表者等から構成されていますので，市民

の立場からの意見を反映させた保育所運営が期待できます。  

③ 福祉事業実績  

社会福祉協議会は，市との連携による福祉事業を行っている団体で，これまで保育事業

としては，子育て支援室の運営実績のみですが，これまでの福祉事業の実績が活かされる

よう市が関与して安定した保育所運営を行います。  

④ 保護者の不安解消 

社会福祉協議会は，市が出資している団体であり，移管後も共同保育期間を長期に実施す

ることにより，保育士の入替えを最少に抑えられますので，保護者の不安を解消することが

できます。 

 

以上の理由から保護者や児童の不安を解消することができる社会福祉協議会に移管する

ことを想定いたします。 

  



8 

６ 対象保育所 

 公立６保育所のうち，どの保育所を民間に移管させるかを検討しました。 

● 公立6保育所の民営化検討表 

 

 将来的にも保育需要が見込まれ，長期的に安定した運営ができることと，土地の所有者が

市である伊奈第3保育所と伊奈第4保育所の2ヵ所を考えています。 

 

７ 実施時期 

 市から社会福祉協議会へ移管するまでには，保護者への説明や事業の許認可，人材の確保

等の準備期間が必要であることから，平成29年4月に伊奈第3保育所を公設民営化し，社

会福祉協議会と市の保育士による共同保育を一定期間実施したうえで，民設民営方式に移行

いたします。なお，伊奈第４保育所の民営化については，伊奈第３保育所の状況を見ながら

進めてまいります。 

● 保育所民営化今後のスケジュール 

 


